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むつ市農業委員会第６７１回総会議事録

平成２３年８月１７日（水）むつ市農業委員会総会が、むつ市役所大会議室１に

おいて開催された。

１．開催日時 平成２３年８月１７日（水）午前１０時５０分から午後１２時００分

２．開催場所 むつ市役所 大会議室１

３．出席した委員の番号及び氏名（２９名）

番 号 役 職 名 氏 名

１ 農 業 委 員 板 井 弘 巳

２ 〃 栁 澤 都市秋

３ 〃 北 上 勝 利

４ 〃 柴 田 峯 生

５ 〃 蛯 名 修 一

６ 〃 福 永 忠 雄

７ 〃 村 口 利 光

８ 〃 野 里 岩 雄

９ 〃 北 川 岩 男

１０ 〃 菅 原 靖 博

１１ 〃 工 藤 輝 雄

１２ 〃 本 山 日満夫

１３ 会 長 立 花 順 一

１４ 〃 水 戸 隆 璽

１５ 〃 鴨 田 輝 雄

１６ 〃 藤 澤 伊三郎

１７ 〃 橋 本 唯 志

１８ 〃 小 林 義 顯

１９ 〃 赤 坂 直 良

２０ 〃 嶋 影 秀 子

２１ 〃 菊 池 秀 藏

２２ 〃 立 花 幸 雄

２３ 〃 坪 清 志

２４ 〃 山 口 芳 一

２５ 〃 坂 本 正 一

２６ 〃 村 口 鉄 雄

２７ 〃 原 英 輔

２９ 会 長 職 務 代 理 者 畑 中 重 宏

３０ 農 業 委 員 中 嶋 寿 樹
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４．欠席した委員の番号及び氏名（１名）

番 号 役 職 名 氏 名

２８ 農 業 委 員 杉 山 武 美

５．議事の概要

第１ 議事録署名委員の指名、会議書記の事務局職員の指名

第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

第３ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について

第４ 議案第３号 農地法第６条の規定による農業生産法人の要件確認について

第５ 報告事項 地目変更登記に係る農地の現況照会について

第６ その他

６．会議に従事した職氏名

事務局長 手間本 富士雄

次 長 増 田 健 二

総括主幹 一 家 隆 雄

主 事 山 川 知 佳

７．会議録署名委員

５番 蛯 名 修 一 ６番 福 永 忠 雄

８．会議記録者

農業委員会事務局 主 事 山 川 知 佳
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会 議 の 概 要

議 長 ただいまから、むつ市農業委員会第６７１回総会を開催いたします。

ただいまの出席委員は、３０名中２９名で定足数に達しております。

本日、２８番杉山委員より欠席の旨通告がありましたので、ご報告い

たします。

議 長 これより、本日の会議を開きます。

日程第１、会議録署名委員の指名を行います。

会議録署名委員は、むつ市農業委員会会議規則第４３条の規定により

議長において、５番蛯名委員、６番福永委員を指名いたします。

なお、本日の会議書記には事務局職員の山川主事を指名いたします。

議 長 日程第２ 、会期の決定を行います。

本総会は、本日１日としたいと思いますが、これにご異議ありません

か。

各委員 異議なし

議 長 ご異議がありませんので、本総会の会期は、本日１日とすることに決

定いたします。

議 長 それでは、議案審議に入ります。

議案第１号「農地法第３条による許可申請について」を、議題に供し

ます。事務局より説明をお願いします。

事務局 議案第１号について、ご説明いたします。

農地法第３条の許可申請によるもの１件であります。申請地は、大畑

地区３個所であります。大畑町字湯坂下１６番１、地目が田、面積が

６４８㎡。大畑町字深山１１２番、地目が田、面積が３７７㎡。大畑町

字正津川平３１２番１、地目が田、面積が９２０㎡。売買による所有権

の移転であります。平成２３年７月２２日、２番栁澤委員、３番北上委

員、１９番赤坂委員、事務局において土地の利用状況を確認しておりま

す。現況は３筆とも休耕地であります。営農計画書が提出されており、

所有権の移転によって耕作、農地の有効利用されるものであります。

農地法第３条調査書に記載のとおり、基準要件による下限面積、労働

条件、農機具の利用、また、周辺農地において及ぼす影響もなく、特に

問題はないと思います。農地法第３条第２項各号には該当しないため、

許可要件を満たしているものと考えます。 以上です。

議 長 ただいまの説明に関して、現地調査を行った委員から補足説明があり

ましたらお願いいたします。

北上委員 ７月２２日、私と栁澤委員、赤坂委員、事務局で現地調査を行いまし

た。現地は休耕地でありました。事務局の説明のとおり、所有権の移転

によって農地が耕作されますので、特に問題はないと思います。

以上です。
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議 長 議案第１号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

各委員 異議なし

議 長 質疑がありませんので、議案第１号は原案のとおり承認いたします。

議 長 議案第２号「農地法第５条による許可申請について」を、議題に供し

ます。事務局より説明をお願いします。

事務局 議案第２号について、ご説明いたします。

農地法第５条第１項の規定に基づく、県知事への転用許可申請１件で

あります。

申請地は、むつ市奥内５４番３、地目が畑、面積が４９６㎡でありま

す。平成２３年８月２日、１３番立花会長、２２番立花幸雄委員、３０

番中島委員、事務局において土地の利用状況を確認しております。現況

は、家庭菜園及び農機具倉庫として土地利用されています。申請の理由

は、現在の住宅が３０年以上経過し、住宅の間取りが狭く、老朽化が著

しいこと、申請人の弟が居住することになり、家族が増え生活がしがた

いため、新居を求め土地を探しましたが候補地がないことなどから、親

から土地の贈与を受け、住宅を建築するものであります。

許可要件の立地基準では、農業振興地域外であり特に問題はないと思

います。一般基準においては、資金計画書が添付されており、周辺農地

における被害防除につきましては、特に問題はなく、農地の転用面積で

は４９６㎡、建物床面積では１４８㎡、建ぺい率が２９％、運用要件の

２０％を超えております。

以上のことから、許可要件は満たしているものと考えます。

議 長 ただいまの説明に関して、現地調査を行った委員から補足説明があり

ましたらお願いいたします。

中島委員 平成２３年８月２日、私と立花会長、立花幸雄委員が土地の利用状況

を確認しております。事務局の説明のとおり特に問題はないと思います。

以上です。

議 長 議案第２号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

各委員 異議なし

議 長 質疑ありませんので、議案第２号は原案のとおり許可相当として、県

知事に意見書を送付いたします。

議 長 議案第３号「農地法第６条による農業生産法人の要件確認について」

を議題に供します。事務局より説明をお願いします。

事務局 議案第３号について、ご説明いたします。

先に、農業生産法人の報告についてでありますが、農地法第６条第１

項において、農業生産法人は農林水産省令で定めるところにより、毎年、
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事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなけ

ればならないこととされており、さらに農地法施行規則第５８条第１項

では、毎年事業年度の終了三ヶ月以内に農地又は採草放牧地の所在地を

所管する農業委員会に提出しなければならないとし、農地法施行規則第

５８条第２項では、提出添付書類が定められております。農業生産法人

の要件確認にあたっては、確認要件について、簡単に説明をさせていた

だきます。要件には、「組織形態要件」「事業要件」「構成員要件」「業務

執行役員要件」があり、農地法により定められたこの４要件を満たすこ

とが農業生産法人の絶対条件とされています。農業委員会では、法人か

ら提出された報告書と添付書類により、要件を満たしているか把握し、

要件が満たされていない法人に対しては、指導を行うことと定められて

おります。

議案書に添付されております農業生産法人要件確認書は、法人から提

出された報告書及び添付書類に基づいて作成されています。

提出 のあ った法人は４法人で、農事組合法人「共和農場」、有限会社

「石戸谷牧場」、有限会社「青陵農産」、有限会社「エムケイヴィンヤー

ド」です。

農業生産法人要件確認書の要件確認適用欄がありますのでご確認下さ

い。提出があった４法人については、要件を全てを満たしており特に問

題はないものと思われます。 以上です。

議 長 議案第３号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

柴田委員 いま報告された４法人以外に、むつ市管内に農業生産法人組織が存在

するのか。

事務局 農業委員会に現在、届出、報告されているのが４法人だけです。

むつ市管内の農業生産法人について、現段階では、把握していません。

今後、管内の農業生産法人組織の状況等の把握に努め、存在するので

あれば、農地法に基づいて適切に指導して参りたいと考えております。

以上です。

議 長 ご意見、質疑ございませんか。

各委員 異議なし

議 長 質疑がありませんので、議案第３号は原案のとおり、要件確認に問題

ないものとして決定いたします。

議 長 議案審議は、これをもちまして終了いたします。

議 長 続きまして、地目変更登記に係る報告事項があります。事務局より説

明をお願いします。

事務局 法務局より、地目変更登記に係る農地の現況照会１件であります。

報告第１号につきましては、申請地がむつ市大畑町上野９番２、地目
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が畑、面積が５１１㎡。大畑町上野９番４、地目が畑、面積が２２６㎡。

２筆とも、農業振興地域外であります。平成２３年７月６日、２番栁澤

委員、１９番赤坂委員、２９番畑中委員、事務局において土地の利用状

況を確認しております。平成２年頃、農地の一部に跨って住宅が建設さ

れており、合併後、平成１７年度から宅地課税されています。現況は相

当年数宅地の状況で、宅地課税されていることから、非農地として回答

いたしました。 以上です。

議 長 これで報告を終わります。

議 長 その他、ご質疑・ご意見ありませんか。

各委員 なし

議 長 以上で、本日の議案の審議及び報告事項はすべて終了しました。

これをもちまして、むつ市農業委員会第６７１回総会を閉会します。

９．会議録署名委員

会議録署名委員 蛯 名 修 一

会議録署名委員 福 永 忠 雄


